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行政オンラインシステムを用いた利用請求（電子申請）の手順① 

・電子申請される場合は、前ページの「利用請求をする」をクリックし、下記の手順を参照してくださ

い。

１、行政オンラインシステムのトップページから新規登録を行った上で、ログインしてくだ

さい。（新規登録の方法は別ファイルの手順②を参照してください。） 

２、「申請できる手続き一覧」から「公文書館に収蔵されている特定歴史公文書等の利用請

求」を探す 

ログイン後、画面を下にスクロー

ルし、「申請できる手続き一覧」の

「個人向け手続き」をクリックし

ます。 

キーワード検索で「公文書」と検索

すると、利用請求が表示されます。 

これをクリックしてください。 
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３、表示内容に従って申請フォームの入力を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～（中略）～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

下までスクロールし「次へ進む」を

クリックします。 

※氏名・住所・電話番号は、利用者登録の際に

登録していれば、自動で入力されます。 
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簿冊名称・最初編集年度・最終編集年度は必須

項目になっています。 

※２冊目以降は、簿冊名称を入力すると、その

最初編集年度・最終編集年度が必須項目に変わ

ります。ご注意ください。 
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（参考）簿冊整理番号の検索方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公文書検索システムから簿冊検索

をクリック、「簿冊名称」、「年度」等

を入力し検索をクリックしてくだ

さい。 

 

ここに表示される番号が 

「簿冊整理番号」です。 
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（参考）配架番号の検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後まで入力が終われば、「次へ進む」を

クリックし、申請内容の確認を行ってくだ

さい。 

 

「特定歴史公文書等の利用請求制度」の

ページをスクロールしてください。 

利用請求対象簿冊目録から、目録の PDF

ファイルをクリックしてください。 

 

ここに表示されてい

るのが「配架番号」で

す。 
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４、申請内容の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「申請の完了」の画面に変われば、申請の

完了です。お問合せの際に必要ですので、

申込番号を控えておいてください。（登録

したメールにも同じ内容が届きます） 

内容に間違いがなければ 

「申請する」をクリックしてください。 



7 

 

 

５、メールの確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請フォームでの申請完了と同時に、利用者登録

の際に登録したメールアドレスにこのようなメー

ルが届きます。申請手続きは、これで終了です。 

 

※この段階で利用申請が受理されたわけでは 

ありません。ご注意ください。 

利用請求が受理されると、別途このようなメ 

ールが送信されます。 

申請手続きはこれで終了です。 

請求されました簿冊が利用可能かどうかにつ 

きましては、原則として、請求を受けた日の 

翌日から１４日以内に決定し、請求者に文書 

で通知します。 


